
清
 
水
 
谷
 
隆
 
寛
 
 

」
 
 
 

近
代
欧
洲
渕
家
の
政
治
的
機
構
を
仙
賞
す
る
政
治
原
則
は
法
治
主
義
で
あ
る
。
個
人
重
蔵
白
焼
主
義
の
傲
治
約
分
野
に
於
け
る
硯
 
 

は
れ
で
あ
つ
て
、
真
の
具
盟
約
結
晶
は
「
自
由
構
」
で
あ
り
、
之
を
確
保
す
牒
馬
の
制
度
は
「
三
椎
分
一
望
で
あ
る
。
 
 
 

自
由
主
義
が
如
何
に
し
て
近
世
の
初
頭
に
現
は
れ
た
か
は
、
此
所
に
更
め
て
説
明
す
る
必
蓼
は
な
い
。
け
れ
ど
牒
、
自
由
主
義
が
 
 

政
治
的
分
野
Ⅵ
於
て
は
、
何
故
に
法
治
主
義
の
形
を
と
る
か
、
そ
れ
よ
り
も
法
治
塵
儀
と
は
」
礪
何
か
、
こ
れ
だ
け
は
是
非
と
も
本
 
 

倫
の
初
め
に
明
か
に
し
て
若
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

法
治
主
義
は
、
贋
義
に
於
て
は
、
「
法
律
に
依
っ
て
治
め
る
主
義
」
な
る
意
味
に
解
樺
さ
れ
る
。
け
れ
ど
牒
、
か
ゝ
考
贋
義
k
於
て
 
 

は
、
封
建
的
専
制
君
主
国
も
、
亦
法
治
主
義
閑
寂
と
呼
ば
れ
得
る
。
こ
1
に
法
治
主
義
と
い
ふ
の
は
、
中
世
封
建
的
君
章
専
制
黛
義
 
 

制
定
の
歴
・
皮
を
通
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

軽
い
臍
∴
研
究
螢
十
義
弟
三
銑
（
一
器
計
針
術
）
 
 

制
定
の
歴
史
な
通
し
て
見
た
る
帝
問
憲
旗
の
本
義
 
 

（
二
〇
≡
）
 
 
」
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発
十
仙
巻
 
第
三
渋
 
 

（
二
〇
四
）
 
こ
 
 

た
働
す
る
言
葉
で
あ
つ
て
、
行
政
は
人
民
の
代
恕
府
た
る
議
愈
の
制
定
し
た
旗
律
に
依
っ
て
の
み
行
は
れ
、
行
政
府
た
る
政
府
 
 

は
、
法
律
に
依
る
に
非
れ
ば
人
民
の
自
由
を
促
し
得
奄
い
と
す
る
義
塾
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
鱒
殊
的
車
親
的
人
間
的
な
樵
力
に
依
 
 

ら
ず
し
て
、
普
遍
的
客
観
的
非
人
間
的
な
法
律
に
任
L
っ
て
治
め
む
と
す
る
主
義
で
あ
る
。
中
低
は
キ
リ
ス
ト
教
倉
の
数
樵
が
絶
封
権
 
 

を
振
っ
た
時
代
で
あ
る
。
さ
う
し
て
之
と
密
接
に
結
合
し
た
君
主
の
俗
怖
が
人
民
を
支
配
し
た
時
代
で
潜
る
。
近
他
は
梅
囁
に
禁
欲
 
 

的
な
る
申
せ
キ
リ
ス
ゝ
教
主
誌
に
反
封
し
、
教
愈
と
中
世
専
制
君
達
の
礪
断
専
制
主
義
か
ら
人
間
を
解
放
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

は
神
秘
と
侍
琉
の
他
界
よ
り
人
間
を
解
放
し
、
哲
啓
乃
至
料
率
を
神
輿
の
侍
女
た
る
地
位
よ
り
光
来
の
地
位
に
回
復
せ
し
め
た
時
代
 
 

で
あ
る
。
此
の
時
代
色
は
政
治
的
分
野
に
於
て
は
必
然
に
自
由
の
馬
の
推
力
の
制
限
と
な
つ
て
硯
は
れ
て
乗
る
。
特
殊
的
人
間
的
な
 
 

る
支
配
は
、
か
く
し
て
極
端
に
排
斥
せ
ら
れ
、
普
遍
的
非
人
間
的
な
る
法
律
が
之
に
代
る
や
う
に
な
つ
た
。
摘
も
そ
れ
は
普
遍
的
理
 
 

性
的
な
る
が
故
に
立
法
者
を
も
拘
残
し
た
。
君
主
も
、
試
食
も
、
自
ら
創
造
し
た
淡
の
下
に
、
僕
姻
と
し
て
臍
倍
せ
ら
る
1
に
室
つ
、
 
 

た
の
で
あ
る
。
樵
力
に
封
す
る
法
律
の
優
越
、
こ
れ
こ
そ
嘗
に
法
治
義
盛
の
中
心
を
馬
す
本
質
的
特
徴
で
あ
る
∩
而
し
て
横
力
に
封
 
 

し
法
層
の
優
越
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
家
を
以
て
一
個
の
法
秩
序
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。
何
者
、
閑
寂
k
於
て
貴
高
の
地
位
を
占
む
 
 

る
も
の
は
法
律
で
あ
つ
て
、
君
主
も
人
民
も
悉
く
法
律
に
依
り
支
配
せ
ら
る
1
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
法
治
固
家
に
於
て
は
、
開
家
 
 

は
最
早
主
械
に
よ
り
て
統
治
せ
ら
れ
る
人
民
の
困
鰻
で
は
な
く
し
て
、
人
民
を
統
治
す
る
馬
の
叫
つ
の
制
度
で
あ
る
。
而
も
此
の
制
 
 

度
は
、
賛
は
図
表
の
紫
螢
の
蔑
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
民
の
自
由
を
権
力
よ
り
確
保
せ
ん
が
蔑
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
 

法
律
の
権
力
に
封
す
る
優
越
が
、
人
民
の
自
由
を
確
保
せ
ん
が
焉
の
も
の
た
る
こ
と
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
然
ら
は
閑
寂
は
人
民
の
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統
治
国
牌
で
は
な
く
し
て
、
樵
カ
に
封
し
人
民
の
自
由
を
確
保
せ
ん
が
馬
の
制
度
に
外
な
ら
な
い
。
是
が
法
治
黄
義
の
包
耕
す
る
国
 
 

家
戯
で
あ
る
。
 
 

要
す
る
Ⅵ
法
治
主
義
は
近
世
の
市
民
的
飼
家
と
い
ふ
特
殊
な
事
情
の
下
促
成
立
し
た
主
轟
で
あ
り
、
膵
史
的
に
見
れ
ぼ
、
中
世
の
 
 

専
制
主
儀
北
辰
封
し
、
人
民
の
自
由
を
簡
保
せ
ん
が
為
に
生
れ
た
叫
主
義
に
外
な
ら
な
い
。
 
 

法
治
主
義
は
、
法
律
に
依
る
に
非
れ
ぼ
人
民
の
自
由
は
優
し
得
な
い
と
す
る
毒
薬
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
の
主
養
は
、
法
治
黄
義
 
 

な
る
文
字
に
於
て
、
或
叔
抽
象
的
な
る
條
文
と
し
て
、
窓
法
の
上
に
其
の
存
在
を
有
す
る
の
で
は
凌
い
。
そ
れ
は
常
に
具
牌
的
に
、
 
 

法
律
に
依
る
も
、
・
或
は
法
律
に
依
る
に
非
れ
ば
優
し
得
ざ
る
自
由
の
規
定
と
し
て
、
∵
履
具
醜
的
に
晋
へ
ぼ
、
併
有
の
自
由
、
言
論
 
 

の
眉
由
等
の
名
に
於
て
、
行
政
府
の
侵
犯
を
禁
止
す
る
旨
の
規
定
と
し
て
、
怒
法
に
そ
の
存
在
を
有
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
法
治
 
 

主
諒
の
具
膿
的
慮
る
こ
の
表
現
、
こ
れ
が
法
治
主
義
の
樵
化
た
る
自
由
樵
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

然
る
に
、
法
治
茸
義
は
、
自
由
の
保
障
を
一
潜
有
効
な
ら
し
む
る
番
、
更
に
三
櫻
分
山
止
の
制
度
を
創
設
し
・
た
。
 

ン
テ
ス
キ
晶
－
の
考
が
生
み
出
し
た
制
度
で
あ
つ
て
、
開
家
の
椎
カ
を
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
者
に
寓
分
L
、
≡
者
が
相
苫
に
牽
 
 

制
し
合
ふ
こ
 

府
を
支
配
す
る
に
あ
る
。
此
の
制
度
に
於
て
は
、
淡
律
の
制
定
は
試
食
の
み
が
之
を
管
笹
す
る
。
政
府
は
之
を
寒
行
す
る
に
過
ぎ
 
 

す
、
裁
判
例
は
之
を
維
持
す
る
に
止
る
。
 
 

要
す
る
に
西
欧
近
代
の
政
治
機
構
は
、
三
雄
分
立
の
下
に
立
港
の
趨
越
を
謎
め
、
立
法
の
優
越
の
下
に
人
民
の
自
由
を
確
保
す
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
図
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
〇
五
）
 
 
≡
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る
∵
思
想
的
佗
は
自
畑
箋
義
、
個
人
主
義
た
豆
脚
七
、
政
治
的
に
は
法
治
手
車
、
民
主
毒
義
に
所
属
す
る
。
我
が
閑
古
釆
の
民
堆
思
 
 

」
想
、
・
我
が
国
周
有
の
政
治
思
想
と
は
、
自
ら
趣
の
異
な
る
仕
組
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

然
る
に
、
そ
の
日
本
が
、
外
見
上
と
は
い
へ
、
繭
清
二
十
二
年
に
は
法
治
卓
鶉
の
外
型
に
倣
ひ
て
憲
法
を
制
定
し
牽
。
即
ち
興
が
 
 

固
に
協
て
鳴
月
由
樵
の
規
定
、
三
聯
分
立
の
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
菟
に
於
て
、
幾
多
の
鱒
討
伐
衷
あ
る
に
拘
ら
す
、
 
 

我
▼
が
憾
も
亦
自
由
主
義
を
採
用
し
た
る
に
あ
ら
ざ
る
か
の
疑
問
を
懐
く
薯
あ
る
に
至
っ
た
。
さ
う
し
て
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
語
法
 
 

の
外
観
が
西
欧
諸
国
の
民
主
主
義
憲
法
に
類
似
せ
る
こ
と
に
も
起
因
ん
て
居
る
が
、
叉
一
つ
に
は
、
憲
法
制
定
の
約
後
を
通
じ
、
自
 
 

由
主
義
運
動
が
国
民
の
問
に
行
は
れ
て
釆
た
こ
′
と
に
も
起
因
し
て
ゐ
る
。
滴
洲
事
欒
を
契
機
と
し
、
問
家
毒
義
思
想
の
復
興
と
北
ハ
 
 

に
、
・
香
、
金
環
図
表
主
義
周
想
の
壇
頸
と
共
に
、
日
本
怒
法
の
精
帥
は
、
弼
々
園
児
の
聞
に
諒
解
さ
れ
む
と
L
て
ゐ
る
。
然
し
憲
法
 
 

垂
上
に
於
け
る
民
主
々
遠
慮
想
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
通
じ
、
常
に
自
由
主
義
点
想
と
共
に
存
在
し
、
之
と
共
に
消
長
し
て
ゐ
 
 

畠
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
、
自
由
主
義
思
想
が
我
が
園
に
は
癒
用
の
も
の
な
る
こ
と
ゝ
、
憲
法
勧
衰
上
の
精
神
・
沿
革
が
自
由
毒
薬
想
 
 

想
に
基
か
ざ
る
こ
と
に
蘇
付
か
ざ
る
に
出
で
1
居
る
。
自
由
主
義
思
想
が
我
が
国
に
は
準
用
な
る
こ
と
ば
、
我
が
闘
の
薗
鰐
を
明
懲
 
 

に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
知
ら
れ
る
。
怒
法
の
棺
紳
が
自
申
重
義
思
想
に
基
か
ざ
る
こ
と
は
、
憲
法
制
定
の
沿
革
を
知
る
こ
と
に
 
 

依
つ
て
の
み
明
瞭
と
な
る
。
本
編
は
主
と
し
て
憲
法
制
ぉ
の
滑
革
を
通
し
、
審
問
憲
法
の
有
す
る
眞
精
紳
之
知
ら
む
と
す
る
に
あ
 
 

一
る
0
 

第
十
三
琴
∴
 
＝
第
二
二
 
蛇
 
 

（
二
〇
K
）
 
 
四
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〓
 
 

帝
鯛
憲
法
の
精
細
は
明
治
元
年
の
五
節
條
の
御
誓
文
に
先
づ
汲
初
に
、
最
も
明
際
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
帝
観
憲
法
の
精
神
は
先
 
 

づ
第
÷
に
は
御
誓
文
の
尿
意
を
知
る
こ
と
に
依
り
て
諒
得
さ
れ
る
。
 
 
 

五
箇
條
の
御
誓
文
が
宜
明
さ
れ
た
明
治
元
年
に
於
て
、
二
十
二
年
後
に
制
定
さ
れ
る
憲
法
の
内
容
が
橡
党
さ
れ
て
ゐ
た
筈
は
な
 
 

い
。
け
れ
ど
も
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
存
意
法
の
精
紳
は
五
節
條
の
御
誓
文
の
中
に
存
し
て
る
。
瓦
解
僚
の
御
誓
文
に
甲
乙
・
が
あ
る
 
 

繹
は
な
い
が
、
地
坪
一
項
の
「
贋
ク
合
議
ヲ
興
シ
萬
機
公
論
二
決
ス
ペ
シ
」
と
、
第
三
項
の
「
官
武
岬
途
庶
民
二
至
ル
迄
各
其
ノ
志
ヲ
 
 

途
ゲ
人
心
ヲ
シ
テ
俺
マ
ザ
ラ
シ
メ
ン
↓
一
ト
ヲ
要
ス
」
と
、
第
五
項
の
「
智
識
ヲ
世
界
二
求
メ
大
工
皇
基
ヲ
振
起
ス
ベ
シ
」
と
は
中
で
 
 

も
最
も
重
要
で
あ
る
。
而
し
て
各
項
の
精
紳
は
、
明
治
二
十
二
年
に
恐
布
さ
れ
た
帝
周
憲
法
の
骨
文
、
審
決
黎
布
勅
語
、
帝
園
恵
法
 
 

上
論
中
に
夫
々
現
は
れ
て
居
る
。
触
蜂
こ
の
意
味
に
於
て
、
怒
法
の
精
神
は
兜
づ
御
誓
文
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
．
る
と
い
ふ
。
骨
女
」
勅
 
 

語
、
上
諭
の
夫
々
の
場
所
を
指
摘
し
て
見
よ
う
。
 
 

骨
 
 
文
 
 
 

「
願
・
ミ
ル
ニ
他
局
ノ
進
運
二
贋
り
人
文
ノ
預
達
1
叶
随
ヒ
 
 

宜
ク
 
 

皇
組
 
 制

定
の
歴
史
を
鵡
し
て
見
た
る
帝
閲
憲
法
の
本
義
．
 
 

（
土
L
〇
七
）
 
 
五
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第
十
忘
甘
敬
二
ま
塘
 
 

（
二
〇
八
）
 
六
 
 

ヽ
＿
ヽ
＿
ヽ
ヽ
t
ヽ
 
 
豊
宗
ノ
造
訓
ヲ
明
敏
ニ
シ
此
ハ
潜
ヲ
成
立
シ
債
蟄
ヲ
昭
示
シ
内
ハ
以
テ
子
孫
ノ
率
由
ス
ル
析
卜
焉
シ
外
ハ
以
テ
臣
民
翼
賛
ノ
造
ヲ
頗
 
 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
－
、
、
ヽ
－
－
－
 
ヽ
 
ヽ
＿
＿
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

メ
永
遠
三
越
行
セ
シ
メ
益
々
閑
寂
ノ
董
基
ヲ
驚
周
ニ
シ
八
洲
民
生
ノ
慶
稲
ヲ
増
進
ス
ベ
シ
」
 
 
 

悪
法
畿
布
勅
語
 
 

、
、
I
－
、
、
、
、
、
、
－
、
－
、
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
＿
ヽ
 

ヽ
 
 
「
朕
凶
家
ノ
隆
昌
卜
臣
民
ノ
慶
踊
ト
ヲ
以
テ
中
心
ノ
欣
柴
ト
シ
朕
力
租
宗
嘉
ク
ル
ノ
大
轡
1
依
り
現
在
及
将
来
ノ
臣
琴
南
シ
 
 
 

此
ノ
不
磨
ノ
大
典
ヲ
宣
布
ス
」
 
 
 

「
験
我
力
臣
民
ハ
即
チ
租
宗
ノ
思
慮
ナ
ル
臣
民
ノ
子
孫
ナ
ル
ヲ
回
想
シ
其
ノ
隈
力
意
ヲ
寧
慣
シ
股
力
啓
ヲ
奨
順
シ
相
輿
三
和
衷
協
 
 

、
 
 、

－
、
、
－
－
－
、
、
、
－
、
、
、
、
、
、
、
、
－
、
、
、
 

、
、
、
，
、
、
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
同
シ
益
々
我
力
帝
国
ノ
光
柴
ヲ
中
外
二
軍
揚
シ
組
完
ノ
遽
弟
ヲ
永
久
三
筋
間
ナ
ラ
シ
ム
ル
希
望
テ
同
ク
シ
此
J
負
槍
ヲ
分
ツ
ー
壷
 
 
 

フ
ル
コ
ト
ヲ
疑
ハ
サ
ル
ナ
リ
」
 
 
 

御
誓
文
中
に
後
年
蟹
布
せ
ら
れ
た
帝
鯛
怒
法
の
精
仰
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
レ
ふ
、
、
こ
の
見
解
に
勤
し
て
は
、
二
方
南
か
ら
の
反
封
 
 

論
が
あ
る
。
∵
つ
は
、
御
誓
文
に
所
謂
「
馬
磯
公
論
」
は
列
薄
愈
講
的
萬
磯
公
論
に
過
ぎ
な
い
。
列
藩
密
議
的
商
機
公
論
は
研
謂
議
 
 

愈
的
商
機
公
論
で
は
な
い
。
非
議
静
的
公
論
に
依
る
萬
磯
め
決
定
は
憲
法
の
精
神
で
な
い
。
故
に
忍
法
の
精
紳
は
未
だ
御
啓
文
の
瓢
 
 

忙
は
率
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
伯
は
、
御
誓
文
に
斯
謂
「
萬
磯
公
論
」
を
傾
り
に
議
命
的
萬
横
公
論
と
見
る
も
、
常
時
の
慧
R
は
民
 
 

主
々
誰
的
試
合
で
な
い
。
非
や
王
々
義
的
銭
愈
の
公
論
に
依
る
馬
機
の
決
定
は
窓
漆
の
精
神
で
な
い
。
故
に
怒
淡
の
将
帥
は
未
だ
御
 
 

誓
文
中
に
は
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
韮
に
注
意
す
べ
き
は
「
所
謂
議
愈
」
な
る
語
と
、
「
民
主
々
量
的
議
空
な
る
語
の
意
義
で
あ
 
 

る
。
所
謂
議
脊
蕗
る
語
は
、
人
民
に
主
棟
の
存
す
寄
と
否
と
を
間
は
す
、
民
群
議
員
よ
り
成
る
試
命
を
意
味
し
、
民
主
々
萄
的
議
禽
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と
は
、
尭
柿
を
科
す
る
人
民
の
代
表
よ
り
成
る
議
脅
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
第
一
の
反
封
諭
は
、
審
法
の
精
神
が
兎
も
角
も
民
選
議
 
 

員
よ
り
成
る
議
倉
の
公
論
に
依
る
濁
磯
の
決
定
に
あ
急
こ
と
を
命
接
と
し
て
、
御
誓
文
に
は
未
窄
憲
法
の
精
紳
な
し
と
育
ひ
、
第
二
 
 

の
＼
反
射
諭
は
、
憲
法
の
精
紳
が
、
外
形
は
兎
も
角
、
贋
質
的
に
は
人
民
代
案
で
あ
り
、
人
民
の
樵
利
を
代
行
す
る
民
選
議
院
の
公
論
 
 

に
依
る
萬
厳
の
決
定
に
あ
る
こ
と
を
諭
墟
と
し
て
、
御
誓
文
に
怒
疲
の
精
紳
な
し
と
い
づ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

常
時
の
「
萬
磯
公
論
」
が
列
涛
昏
議
的
公
論
し
か
意
味
し
な
い
と
い
ふ
尿
封
論
の
論
墟
の
第
∵
は
御
誓
文
草
案
の
作
成
に
開
興
し
 
 

た
闊
間
者
弟
の
「
五
簡
保
御
背
丈
卜
政
憾
書
ノ
由
来
」
中
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
（
閲
家
拳
骨
桐
、
明
治
憲
法
経
済
史
論
劇
－
二
鱒
貰
）
 

『
叉
私
ハ
常
時
天
下
ノ
時
務
ヲ
虚
緋
ス
ル
方
針
ノ
要
綱
ト
シ
テ
左
ノ
案
件
ヲ
立
テ
テ
居
夕
。
 
 

兵
庫
談
判
之
専
 
 

一
国
慣
撃
換
 
 

簾
前
盟
約
之
事
 
 

一
諸
侯
食
談
 
 

（
申
 
 
昇
）
 
 
 

韮
二
闘
概
攣
換
兵
庫
談
判
之
軍
ト
ア
ル
ハ
兜
ヅ
第
山
大
梯
朝
廷
二
辟
シ
更
始
一
新
ノ
政
治
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
上
下
内
外
三
且
明
シ
 
 
 

…
…
。
叉
次
二
諸
侯
密
議
簾
前
盟
約
ノ
項
ハ
眈
三
大
柿
朝
廷
工
辟
シ
、
天
下
ノ
大
命
二
一
こ
聯
廷
ヨ
リ
椚
ヅ
ル
ー
〝
至
ツ
タ
以
上
ハ
 
 

ヽ
 
●
 
ヽ
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
t
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
▼
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
’
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
’
 
l
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ゝ
ヽ
 
 

朝
廷
ガ
諸
侯
ヲ
召
集
シ
其
諮
絢
ヲ
経
テ
大
串
ヲ
決
行
ス
べ
シ
ト
ス
ル
ノ
デ
ブ
ル
。
而
シ
テ
諸
侯
愈
議
ハ
敢
チ
エ
凹
二
限
ラ
ズ
何
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
●
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
’
 
ヽ
 
ヽ
 
t
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
▼
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
’
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 

回
l
〓
ア
モ
催
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
旅
前
盟
約
ハ
之
卜
異
ナ
り
只
〓
園
ノ
ミ
行
ハ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
即
チ
天
皇
ノ
田
御
 
 

ア
ラ
セ
ラ
ル
、
御
簾
ノ
苗
－
㌦
於
テ
諸
侯
ガ
劇
天
子
ノ
下
－
｝
和
讃
協
同
天
下
ノ
事
務
一
こ
仕
ズ
ル
ー
イ
フ
誓
約
ヲ
立
テ
ル
コ
土
ヲ
謂
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
静
観
憲
法
の
本
義
 
 

（
こ
〇
九
）
 
 
七
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＼   

ー
，
、
ヽ
、
、
、
－
、
、
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
∴
更
晶
述
ノ
原
案
ノ
各
項
ノ
文
句
ハ
如
何
ナ
ル
欝
昧
合
ヂ
ア
ッ
ク
カ
ヲ
音
速
べ
ヤ
ウ
。
由
利
ご
単
三
朝
廷
卜
諸
侯
ノ
ミ
言
 
 
 

、
－
－
、
、
－
－
、
－
－
－
、
－
－
I
－
－
－
、
、
－
、
、
－
－
I
、
、
－
、
、
、
、
、
、
、
、
－
－
、
、
＿
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
一
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ズ
表
庶
民
ヲ
モ
眼
中
二
遮
イ
テ
居
夕
楼
デ
ア
ッ
 

ク
ガ
、
私
ハ
ヤ
ハ
リ
官
武
志
即
テ
朝
廷
（
公
卿
）
ノ
ト
諸
侯
ガ
こ
琴
ト
ナ
ツ
テ
 
 
 

、
、
－
－
、
－
、
、
－
、
、
、
、
－
、
－
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
－
、
1
、
－
I
－
、
，
、
、
－
－
、
、
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
t
 
夷
下
ノ
政
治
ヲ
行
フ
ト
云
フ
鮎
ヲ
眼
目
ト
シ
義
庶
民
ハ
強
チ
之
 

ヲ
畔
ン
ズ
ル
ト
イ
フ
轡
三
ナ
イ
ガ
政
治
上
′
二
軍
素
ト
ハ
 

、
、
、
、
－
、
、
、
－
 
、
、
－
－
、
－
、
、
、
－
、
、
－
I
、
－
、
－
－
、
、
 

、
、
，
、
、
－
、
、
、
－
ヽ
＿
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
＿
 
 
見
ナ
カ
ッ
タ
ノ
ダ
ア
ル
。
私
ハ
諸
侯
合
議
ヲ
以
テ
筆
者
ノ
事
業
卜
考
へ
・
、
列
侯
合
議
ヲ
輿
シ
萬
礫
公
論
二
次
ス
ヘ
シ
」
ト
努
 
 

ヽ
ヽ
’
ヽ
 
 

警
掲
ゲ
竺
第
二
項
l
姦
テ
「
庶
民
志
ヲ
途
ゲ
云
々
」
ト
由
利
ノ
書
イ
タ
ノ
ヲ
「
官
武
十
遜
庶
民
≠
室
ル
迄
各
其
志
ヲ
途
ゲ
 
 

云
々
」
ト
改
メ
タ
ノ
デ
ア
ル
。
』
 
 

「
列
快
食
議
ヲ
輿
シ
」
が
「
贋
ク
合
議
ヲ
興
シ
し
に
攣
っ
た
こ
と
は
、
将
来
陀
封
す
る
遠
大
の
意
閲
あ
り
て
の
こ
と
に
せ
よ
・
、
差
 
 
 

寛
十
姦
 
策
≡
班
 
 

（
三
〇
）
 
八
 
 

フ
ノ
デ
ア
ル
。
即
チ
攣
剛
盟
約
ノ
趣
旨
ハ
後
ノ
花
簡
億
御
誓
女
ノ
狩
警
際
シ
テ
天
子
ガ
天
地
和
明
1
壷
ハ
レ
タ
御
精
神
卜
大
 
 

隈
相
漕
ル
モ
ノ
プ
ァ
ル
。
′
…
；
∴
・
ソ
。
デ
此
草
案
偲
牒
宣
二
漕
述
べ
ヤ
ウ
。
此
寄
算
中
由
利
ノ
偲
草
シ
タ
原
案
ハ
次
ノ
 
 

通
リ
デ
ア
ル
。
 
 

（
中
 
 
暑
）
 
 

之
ヲ
私
ガ
加
筆
修
正
シ
テ
結
局
次
ノ
楼
工
数
メ
タ
。
 
 

．
辛
 
 
 
い
．
 
 
 
 
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
・
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 

叫
 
∧
列
快
食
議
ヲ
興
シ
萬
械
公
論
七
決
ス
ヘ
シ
 
 

（
申
 
 
署
）
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し
雷
り
列
藩
昏
議
が
こ
の
中
に
包
含
せ
ら
れ
ぎ
′
る
筈
は
な
く
、
稿
岡
が
列
藩
愈
議
の
開
催
を
計
試
せ
る
事
賛
は
↓
馬
横
公
論
」
が
列
 
 

藩
合
議
的
公
論
な
る
こ
と
を
誇
嘘
豆
て
る
…
根
墟
と
な
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
罷
磯
公
論
」
が
「
列
藩
密
議
的
公
揃
」
し
か
し
意
味
し
な
い
と
す
．
る
反
判
論
の
攣
石
諭
接
は
列
落
合
議
論
が
鑑
に
恵
末
に
於
 
 

て
幕
府
や
諸
侯
に
存
L
た
こ
と
で
あ
る
バ
 
 
 

日
本
怒
傲
史
届
佐
竹
猛
者
）
の
将
ふ
る
鹿
に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
安
政
五
年
の
日
米
億
俄
に
際
し
諸
大
名
を
柳
営
紅
集
め
て
日
米
 
 

條
約
成
っ
き
且
ハ
の
億
見
を
徹
し
て
冶
空
文
久
二
年
牒
に
は
蔭
落
せ
向
牒
猫
太
郎
欄
、
稔
平
眉
優
に
儲
き
て
「
藁
腰
の
名
あ
る
者
漉
 
 

－
人
も
洩
ら
さ
す
廟
堂
に
集
め
て
共
に
政
事
を
討
議
す
“
る
こ
と
肝
勢
な
h
こ
と
て
島
津
久
光
を
評
議
に
列
せ
ん
こ
と
を
勧
督
し
て
居
 
 

る
。
慶
應
三
年
二
月
六
日
、
彿
公
使
”
ロ
セ
ス
と
慶
富
が
大
阪
城
に
愈
し
た
と
き
の
談
話
の
こ
即
に
臆
 
 
 

各
観
共
宰
備
に
の
み
依
頼
し
て
立
候
故
十
分
に
無
之
、
天
下
の
人
民
に
依
頼
す
る
を
含
政
と
致
し
申
候
、
御
国
に
て
．
も
諸
侯
を
組
 
 
 

合
、
参
府
政
事
を
試
せ
し
む
る
棟
被
遊
可
然
倣
 
 

と
恒
ふ
の
が
あ
る
っ
朝
廷
に
於
て
も
文
久
二
年
以
東
時
々
列
藩
愈
誌
を
召
集
さ
れ
た
が
、
慶
應
三
年
方
月
に
は
、
二
億
城
に
、
一
橋
 
 

慶
菩
、
蕗
平
春
嶽
、
山
内
密
堂
、
伊
達
宗
城
、
島
浄
久
光
を
召
集
し
、
以
来
壁
別
に
常
設
的
な
列
薄
合
議
を
開
い
て
ゐ
′
る
。
⊥
日
本
 
 

藩
政
史
 
∴
吏
T
∴
七
貫
）
 
 

御
誓
文
宣
布
常
時
の
政
情
も
「
萬
機
公
論
」
を
以
て
、
列
藩
倉
議
と
解
繹
す
る
叫
資
料
た
り
得
る
。
徳
川
幕
府
は
倒
れ
、
新
政
府
 
 

は
樹
立
の
将
に
つ
い
た
け
れ
ど
も
、
未
だ
庸
自
己
自
身
の
軍
隊
や
財
政
を
有
す
る
繹
で
は
な
い
。
而
も
そ
の
下
に
は
、
各
々
猫
自
の
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
国
憲
抹
の
本
義
 
 

（
〓
一
仙
）
 
 
九
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第
十
劇
巻
 
第
三
輩
 
 

〇
二
二
）
 
劇
○
 
 

兵
力
財
力
を
有
す
る
相
浦
が
残
存
し
て
ゐ
る
．
さ
う
し
て
、
”
柁
々
も
す
れ
ば
新
政
府
は
諸
大
所
の
カ
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
。
新
政
 
 

府
は
、
蛇
等
諸
勢
力
の
均
衡
と
外
聞
勢
力
に
対
す
る
共
同
載
線
の
上
に
宰
じ
て
そ
の
存
在
を
維
持
L
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
大
久
保
 
 

な
ら
ず
と
も
「
内
外
ノ
大
難
皇
凶
危
急
存
亡
ノ
秋
」
で
あ
り
、
「
天
下
ノ
人
心
拘
々
ト
シ
テ
共
乱
ル
、
コ
ト
百
萬
ノ
兵
弐
動
ク
ヨ
“
り
 
 

芸
恐
」
（
畑
摘
配
舶
四
朋
鮒
和
郎
）
時
期
で
雪
。
こ
の
時
に
管
て
明
治
政
府
が
列
警
議
に
管
国
論
の
疏
盲
計
ら
む
と
せ
 
 

る
こ
と
は
見
安
き
道
理
で
あ
り
。
況
ん
や
明
治
以
前
よ
り
其
の
資
例
の
存
す
る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
 
 
 

「
商
機
公
論
」
が
常
時
に
於
て
は
列
洋
食
議
的
公
論
し
か
意
味
し
な
い
と
す
る
反
封
論
の
攣
こ
の
諭
嬢
は
、
明
治
八
年
四
月
十
四
 
 

日
に
快
哉
せ
ら
れ
た
豊
詔
中
の
「
繁
文
ノ
意
ヲ
礪
充
シ
」
な
る
文
字
で
あ
る
。
塗
説
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 
 

験
即
位
ノ
初
首
ト
シ
テ
群
臣
ヲ
愈
シ
五
番
ア
以
テ
神
明
二
審
ヒ
園
長
ヲ
定
メ
常
民
保
全
ノ
道
ヲ
求
ム
幸
三
鱒
宗
ノ
堅
卜
群
臣
ノ
 
 

ー
－
■
ヽ
 
 
ヵ
ト
ー
ー
析
り
以
テ
今
日
ノ
小
旗
ヲ
縛
ク
リ
顧
フ
ニ
中
興
日
躇
ク
内
治
ノ
事
啓
一
鹿
作
男
張
ス
ヘ
キ
モ
ノ
少
ナ
シ
ト
セ
ス
股
今
潜
 
 

－
、
、
、
、
、
、
－
、
－
－
、
－
、
、
、
－
、
、
－
、
、
－
 
1
 
、
、
、
、
－
、
－
、
、
－
、
－
－
 
●
 
－
、
 
ヽ
 
－
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

文
ノ
意
ヲ
腐
充
シ
鼓
三
先
老
院
ヲ
濯
キ
以
デ
立
法
ノ
瀕
ヲ
靡
メ
大
審
院
ヲ
置
キ
審
判
ノ
橙
ヲ
輩
ク
シ
叉
地
方
官
ヲ
召
袋
シ
以
テ
 
 

、
 
、
 
、
 
、
 
▼
 
、
■
 
、
 
＿
 
－
 
、
 
－
 
＿
 
－
 
、
 
－
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
－
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
＿
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
 
 

民
情
ヲ
通
シ
公
益
ヲ
闘
り
漸
次
観
衆
立
憲
ノ
政
鰭
ヲ
立
テ
汝
衆
庶
卜
倶
－
壷
ハ
慶
長
頼
ラ
ン
ト
欲
ス
汝
衆
庶
或
ハ
褒
二
泥
ミ
故
二
 
 
 

慣
ル
、
コ
ト
ナ
ク
叉
或
ハ
進
ム
ニ
軽
ク
焉
ス
エ
急
ナ
ル
コ
ト
莫
ク
其
レ
能
ク
股
力
旨
ヲ
牒
シ
テ
翼
賛
ス
ル
朗
ア
レ
 
 
 

伊
藤
博
文
が
明
治
元
年
十
仙
月
版
籍
奉
遠
の
聞
頓
に
閲
聯
し
上
奏
せ
る
左
記
眉
見
書
中
の
「
天
下
ノ
公
論
」
な
る
文
字
ぼ
萬
機
公
 
 

論
を
列
藩
禽
議
的
公
論
と
見
る
反
判
論
の
又
叫
つ
の
論
接
で
あ
る
い
（
鈴
木
安
織
怒
法
の
歴
史
的
研
究
 
脚
〇
五
寛
〕
 
 
 

「
然
後
直
三
共
藩
領
地
ハ
府
願
ノ
制
一
l
傲
ヒ
是
ヲ
所
定
セ
シ
メ
共
布
士
ノ
弘
壮
ナ
ル
者
ハ
攣
ア
朝
廷
ノ
兵
ト
ナ
シ
吏
才
ア
ル
者
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’
■
＿
’
 
 
 

ハ
吏
ト
シ
其
飴
ハ
悉
ク
土
着
二
障
シ
老
君
自
ラ
給
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
者
ハ
是
ヲ
蕃
育
ス
ル
ノ
法
ヲ
立
ツ
ヘ
′
シ
於
是
速
二
天
下
列
藩
 
 

既
に
か
く
の
如
き
列
洋
食
議
論
あ
り
、
時
の
政
柄
叉
そ
の
開
催
を
必
要
と
し
た
と
せ
ば
、
御
誓
文
の
「
萬
機
公
論
」
が
列
藩
倉
議
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
－
－
1
▼
－
－
、
、
、
、
、
－
、
－
－
、
－
、
 
 
 

ニ
布
野
シ
テ
叫
大
命
議
ヲ
興
シ
天
下
ノ
公
論
ヲ
取
り
豊
園
ノ
基
本
ヲ
建
テ
内
ハ
紳
武
天
皇
ノ
印
璽
ヲ
慰
シ
奉
り
外
ハ
萬
閥
ヲ
シ
 
 
 

テ
威
儀
セ
シ
ム
ル
是
レ
今
日
春
親
犬
臣
ノ
職
ク
ル
ヘ
シ
」
 
 

的
公
論
藍
息
昧
す
と
の
論
も
、
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。
然
し
、
御
誓
文
と
同
年
間
四
月
二
十
一
日
に
蟹
布
さ
れ
た
政
礪
書
の
文
 
 

章
瞞
岡
家
弟
の
「
五
常
備
御
誓
文
卜
政
鰭
菩
ノ
由
来
」
中
の
他
の
言
菓
、
明
治
以
前
よ
り
存
在
し
た
多
く
の
議
愈
論
、
そ
の
他
多
く
 
 

の
事
茸
よ
り
推
論
す
ろ
と
、
御
啓
文
の
「
常
機
公
論
」
は
此
の
時
眈
に
直
接
「
譲
合
的
公
論
」
を
目
標
と
し
た
こ
と
が
明
か
と
な
つ
 
 

て
来
る
。
私
は
こ
の
断
よ
り
し
て
御
誓
文
に
は
憲
法
の
精
神
は
現
は
れ
て
な
い
と
い
ふ
議
論
に
反
封
す
る
。
 
 
 

先
づ
政
餞
書
か
ら
検
討
し
て
見
よ
う
。
政
鰻
苔
の
概
要
は
次
の
や
う
で
あ
る
。
 
 

慣
 
 
 

政
 
 

劇
 
大
王
斯
蜘
是
ヲ
定
メ
制
度
規
律
ヲ
建
ツ
ル
ハ
御
誓
文
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
 
 

（
中
 
 
幕
．
）
 
 

右
脚
誓
文
ノ
催
件
相
行
ハ
レ
不
惇
ヲ
以
テ
旨
趣
†
セ
リ
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
、
 
ヽ
 
1
 
ヽ
 
－
－
、
－
 
ヽ
 
I
 
，
、
、
－
、
－
－
－
 
I
 
、
、
、
－
、
、
－
、
、
－
、
、
 
1
、
、
、
、
、
－
－
、
－
 
 
仙
 
天
下
ノ
杵
力
線
テ
之
ヲ
太
政
官
二
蹄
ス
則
チ
政
令
二
途
－
1
出
ツ
ル
ノ
患
ナ
カ
ラ
シ
ム
太
政
官
ノ
碓
カ
ヲ
分
テ
立
法
行
法
司
法
 
 

ヽ
ヽ
t
ヽ
＿
 
 

ノ
三
雄
ト
ス
則
偏
巽
ノ
患
無
ラ
シ
ム
ル
ナ
サ
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
じ
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
〓
ニ
）
一
山
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ヽ  

ヽ  

第
十
忘
甘
缶
＝
手
紙
 
 

（
三
四
）
一
二
 
 

、
、
、
－
、
、
、
、
、
－
、
－
－
、
、
、
、
、
、
－
、
ヽ
＿
ヽ
 
ヽ
’
＿
＿
 
 

叫
 
立
普
ハ
行
法
官
ヲ
警
ル
ヲ
待
ス
行
法
官
ハ
立
法
官
ヲ
億
莞
ヲ
得
ス
但
シ
臨
時
都
府
巡
管
外
図
應
援
ト
ノ
如
晶
立
 
 
 

汝
官
得
管
之
 
 

、
小
 
 
＝
丘
－
 
 

－
、
－
、
、
、
、
、
－
、
－
、
、
、
ト
ー
、
、
、
、
、
－
，
－
－
、
－
、
、
、
－
ヽ
 
●
 
ヽ
 
 

＿
 
 
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
 

も
へ
 
 

…
各
府
各
藩
各
願
皆
買
士
ヲ
出
シ
議
員
ト
ス
議
事
ノ
制
ヲ
立
ツ
ル
ハ
輿
論
公
議
ヲ
執
ル
所
以
ナ
リ
 
 

（
中
 
 
署
）
 
 

鵬
 
官
 
 

職
 
 

太
政
官
分
属
七
官
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

○
 
議
政
官
（
分
上
下
二
局
、
管
劇
司
、
日
々
誌
司
）
 
 

上
 
 
局
 
 

、
－
 

、
－
ヽ
ヽ
＿
ヽ
 
 
 

議
定
八
人
（
以
親
王
緒
王
公
卿
諸
侯
公
選
充
之
内
二
人
乗
輔
相
）
 
 

政
億
ヲ
創
立
シ
法
制
ヲ
適
作
シ
磯
警
決
誉
三
等
官
以
J
ヲ
鐙
衡
シ
賞
罰
ヲ
明
カ
ニ
シ
條
約
ヲ
誉
和
戦
ヲ
嘗
 
 
 

参
輿
十
五
人
ハ
以
公
卿
諸
大
夫
士
庶
人
公
選
充
之
）
 
 

笹
岡
議
定
 
 

（
中
 
－
暑
）
 
 

F
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’
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
議
長
二
人
（
閉
幕
兼
之
）
 
 

ヽ
 
ヽ
 
 
 
’
 
＿
 
 
 
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
●
 
ヽ
 
ヽ
 
 

議
員
（
貢
士
 
大
藩
三
人
 
中
津
二
人
 
小
藩
一
人
）
 
 

議
員
ハ
上
局
ノ
命
ヲ
承
ケ
議
ス
ル
朗
】
l
さ
l
ア
傭
件
左
ノ
如
シ
 
 

和
税
之
肇
程
 
好
適
之
苛
程
 
通
貨
簡
 
定
樵
盈
 
輿
外
国
結
新
約
 
内
外
通
商
章
態
 
柘
璧
且
補
講
和
 
水
陸
捕
食
 
 

招
兵
衆
櫨
 
定
点
戯
 
築
城
砦
或
武
庫
於
薄
地
 
彼
薄
興
此
藩
訴
訟
 
 

右
側
骨
執
立
法
之
腫
 
 

＿
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 

○
 
行
法
官
 
 

－
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 

輔
相
こ
人
（
議
定
菓
之
）
 
 

天
皇
ヲ
輔
佐
シ
議
事
ヲ
奏
意
シ
関
内
事
情
ヲ
督
シ
宮
中
庶
務
ヲ
級
別
ス
ル
ヲ
掌
ル
 
 

’
ヽ
 
 

桝
事
十
人
（
以
公
卿
諸
侯
大
夫
士
庶
人
公
選
充
之
枕
桝
事
亦
倣
之
）
 
 

内
外
庶
事
ヲ
受
ケ
宮
中
庶
務
ヲ
礼
判
ス
ル
ヲ
馨
ル
 
 
 

政
健
吉
の
制
度
は
撃
奉
改
i
E
せ
ら
れ
、
殆
止
ど
そ
の
資
行
を
見
ず
し
て
止
ん
だ
が
、
二
藤
分
立
の
制
度
、
上
下
両
局
よ
り
な
る
 
 

議
政
官
の
新
鹿
は
そ
の
直
接
の
目
的
が
何
た
り
し
に
せ
よ
、
御
誓
文
の
「
馬
磯
公
論
」
が
畢
に
「
列
藩
合
議
的
公
論
」
豊
息
味
し
た
 
 

も
の
で
な
い
こ
と
を
記
す
る
に
は
飴
り
あ
る
。
 
 

次
に
は
師
岡
針
弟
が
政
讐
の
由
来
に
つ
き
語
つ
害
警
瞼
討
し
て
見
よ
ヱ
許
離
雛
監
機
軸
ノ
鉾
醐
四
轡
 
 

制
定
の
歴
妃
を
過
し
て
見
た
る
帝
閲
憲
法
の
本
義
 
 

（
こ
鵬
五
）
一
こ
す
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輩
†
山
容
 
弟
三
番
 
 

（
二
劇
六
）
 
山
四
 
 
 

「
常
時
カ
、
ル
・
制
度
ヲ
定
ム
ル
ニ
ッ
キ
参
考
卜
馬
ス
ベ
キ
典
籍
ハ
誠
－
脚
少
ク
僅
カ
ニ
前
額
令
轟
解
職
原
抄
交
歓
通
考
、
買
上
明
 
 

＿
ヽ
ヽ
t
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
’
ヽ
＿
ヽ
ヽ
ヽ
t
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
＿
 
 
兜
、
大
武
鑑
、
田
澤
事
情
ノ
数
寄
7
ル
ー
鵬
過
ギ
ナ
カ
ツ
タ
。
殊
二
政
鰭
吾
輩
案
起
稿
二
就
イ
テ
ハ
北
米
合
衆
閥
ノ
制
度
ヲ
汲
鐸
 
 

ヽ
 
ヽ
 
 
＿
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
 
 

シ
タ
「
聯
邦
変
容
」
ト
イ
フ
書
物
ヲ
傘
考
シ
タ
 
 

ー
、
●
、
、
－
、
、
、
－
、
、
、
－
、
－
－
、
－
、
＿
ヽ
ヽ
＿
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
政
鰭
蓄
ニ
′
腺
ル
官
制
ハ
北
米
合
泉
城
ノ
如
ク
三
躍
ノ
分
立
ヲ
以
テ
根
種
一
馬
ス
草
／
デ
ブ
ル
。
立
法
樵
ハ
上
下
二
局
ヨ
リ
戚
ル
議
 
 
 

定
官
之
ヲ
行
ヒ
司
法
樵
ハ
刑
法
官
；
於
テ
執
行
ス
ル
コ
ト
、
シ
行
法
棟
（
行
政
棟
）
ハ
行
政
官
並
孟
ハ
下
工
位
ス
ル
榊
嘩
密
計
、
 
 
 

軍
務
、
外
囲
ノ
初
音
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
定
ヂ
ア
ル
…
…
：
・
（
中
暑
）
…
…
…
叉
≡
椎
ノ
紛
史
ヲ
防
止
ス
ル
タ
メ
厳
三
丑
法
 
 
 

官
行
法
官
ノ
乗
臓
ヲ
禁
ジ
タ
。
 
 
 

三
槽
の
分
立
は
名
ぁ
つ
て
資
な
く
、
上
下
粥
局
の
紐
絨
舵
眼
も
本
質
的
に
今
日
の
議
愈
と
興
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
北
米
合
衆
固
 
 

の
利
彦
に
倣
っ
て
作
成
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
政
鰭
蓄
の
文
革
と
北
ハ
に
御
背
丈
の
「
萬
機
会
澗
」
が
列
藩
薗
議
的
公
論
に
止
る
も
の
 
 

に
非
ざ
説
こ
と
を
推
知
せ
し
む
る
に
充
分
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
は
試
合
論
方
面
の
論
接
に
つ
い
て
述
べ
て
見
や
う
。
 
 

議
密
漁
は
明
治
以
前
よ
り
我
が
圃
に
存
在
し
て
ゐ
た
。
日
本
旗
政
変
（
尾
佐
竹
猛
者
 
二
二
－
二
正
員
）
掟
依
れ
ぽ
 
 
 

土
佐
藩
の
も
の
と
し
て
は
、
坂
本
龍
渇
の
八
策
中
正
「
上
下
議
政
朗
」
「
諸
侯
愈
盟
」
な
る
目
が
あ
る
。
そ
の
滞
論
と
な
つ
た
も
 
 

の
に
は
 
 

上
下
犠
政
局
を
設
け
議
員
を
起
き
て
馬
機
宜
し
く
公
議
に
決
す
べ
き
事
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の
項
が
あ
り
、
之
が
修
i
E
せ
ら
れ
て
儀
土
盟
約
と
な
つ
た
も
の
に
は
 
 
 

議
事
院
上
下
を
分
ち
議
感
官
上
は
公
卿
よ
り
下
陪
臣
庶
民
に
至
る
迄
正
義
純
潜
の
潜
を
退
歩
し
倫
且
つ
諸
侯
も
自
ら
其
職
掌
に
て
 
 
 

上
院
の
任
に
禿
つ
 
 

と
あ
り
、
政
権
奉
遷
の
建
白
の
申
で
は
 
 
 

議
政
所
上
下
ヲ
分
チ
議
成
官
ハ
上
公
卿
ヨ
リ
下
陪
臣
庶
民
二
至
ル
迄
正
明
純
良
ノ
士
ヲ
選
容
ス
ヘ
シ
 
 
 

と
な
つ
て
ゐ
る
。
 
 

幕
府
方
面
の
も
の
と
し
て
は
、
文
久
二
年
幕
臣
大
久
保
息
寛
が
政
治
挽
裁
松
平
森
嶽
に
奉
っ
た
建
白
の
中
に
「
大
小
公
議
合
」
の
 
 

論
が
あ
る
。
慶
應
三
年
十
二
且
鱒
軍
慶
喜
の
政
治
顧
問
団
周
助
が
起
案
し
た
列
藩
合
議
害
の
添
附
書
「
議
題
腹
碗
」
に
は
西
洋
の
制
 
 

に
法
を
立
つ
る
樺
、
法
を
行
ふ
樺
、
法
を
守
る
椿
の
別
あ
る
こ
と
の
論
と
英
に
、
我
が
囲
に
紺
す
る
禁
裏
撥
、
政
府
之
擢
、
大
名
之
 
 

横
（
議
政
院
之
櫨
）
に
閲
す
る
詳
細
の
説
明
が
あ
る
。
帯
び
諸
藩
の
方
面
を
見
れ
ば
越
前
藩
の
橋
本
左
内
は
、
安
政
の
頃
「
西
洋
事
 
 

情
」
な
る
苔
に
於
て
欧
米
の
議
院
政
治
を
紹
介
し
、
叉
自
ら
は
西
欧
立
憲
の
精
神
に
則
り
、
購
買
む
議
長
と
し
、
十
筒
石
以
上
の
大
 
 

名
を
議
員
と
す
る
密
議
を
開
く
べ
き
旨
の
意
見
を
有
し
て
屈
た
。
叉
文
久
二
華
幕
府
の
政
治
渦
裁
と
な
つ
た
越
前
藩
主
松
平
攣
氷
 
 

は
、
慶
永
自
記
の
「
虎
豹
轡
単
備
考
」
軋
次
の
設
を
述
べ
て
ゐ
る
。
 
 

ハ
ル
ワ
モ
・
ノ
ヲ
ノ
モ
ン
ス
 
 
 

天
下
公
址
ハ
の
論
を
議
L
て
．
こ
れ
を
用
ふ
る
に
は
巴
力
門
、
高
門
士
如
上
院
下
院
之
螢
な
く
ん
ぼ
あ
る
べ
か
ら
す
、
満
臍
日
本
之
制
 
 

度
は
自
ら
槽
を
政
府
に
掌
超
し
て
窓
に
賞
罰
謝
捗
を
用
ふ
、
酉
洋
紹
洲
之
史
を
み
る
に
八
∵
ル
け
二
†
ン
、
コ
ン
モ
ン
ス
あ
り
て
国
中
 
 

制
定
の
歴
史
を
油
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
丁
七
）
一
五
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（
二
仙
八
）
 
仙
六
 
 
 

男
十
剛
啓
 
 
発
 
二
血
渋
 
 

之
政
事
を
公
共
之
論
議
に
静
養
七
れ
を
賞
別
離
捗
せ
し
め
輿
奪
と
い
へ
ど
も
叉
然
り
英
の
王
俳
の
帝
と
い
へ
ど
も
こ
れ
を
自
由
正
 
 
 

す
る
こ
と
を
得
ず
、
今
皇
胡
之
制
度
も
」
欒
草
し
て
巴
力
門
を
江
戸
に
高
士
門
を
江
戸
に
創
建
仁
此
巴
力
門
は
幕
府
之
臣
又
は
諸
 
 
 

侯
の
内
た
る
べ
く
高
士
門
は
諸
藩
士
有
名
之
者
也
 
 
 

又
は
巴
力
門
を
諸
侯
の
藩
士
忙
脅
し
高
士
門
は
百
姓
町
人
又
は
庶
人
を
加
ふ
る
も
仙
法
な
る
べ
し
 
 

天
子
婦
徳
と
い
へ
ど
も
此
公
共
五
輪
に
い
た
つ
て
は
之
を
動
棉
す
る
こ
と
を
得
す
 
 
 

狛
朝
廷
天
下
之
政
事
を
幕
府
に
委
任
し
、
朝
命
を
奉
じ
て
古
来
之
制
度
を
改
む
る
零
な
き
と
き
は
幕
府
の
罪
尤
も
盟
L
、
こ
ゝ
を
 
 
 

以
天
下
之
公
共
の
論
を
求
む
る
巴
力
門
高
門
士
之
螢
な
く
ん
ぼ
あ
る
ペ
か
ら
ざ
る
な
り
 
 

慶
應
三
年
に
は
慶
永
聖
願
聞
横
井
小
柄
が
自
ら
「
議
申
院
、
上
院
、
下
院
」
を
建
白
し
、
同
年
の
五
月
に
は
上
田
藩
主
赤
稔
小
三
郎
 
 

も
「
議
政
局
、
上
周
、
ヰ
局
」
．
を
春
獄
に
建
言
し
て
ゐ
る
。
此
の
外
薩
満
広
あ
り
て
は
巷
間
時
俳
人
モ
ン
ブ
ラ
ン
が
燕
士
に
上
下
両
 
 

院
制
を
説
き
、
任
禦
に
あ
り
て
は
副
島
二
郎
、
大
隈
八
太
郎
が
フ
ル
ベ
ツ
キ
に
就
き
米
輯
憲
法
を
畢
び
、
大
木
民
平
、
江
藤
新
平
は
 
 

藩
論
と
停
構
し
て
盛
者
虚
分
を
上
下
両
院
の
議
に
附
す
べ
き
旨
を
建
白
し
て
ゐ
る
．
（
以
上
日
本
憲
政
及
に
依
る
）
 
 

読
替
論
の
状
態
が
既
に
か
く
の
如
し
と
せ
ぼ
、
五
筒
條
御
誓
文
を
宣
布
す
る
に
常
り
、
明
治
政
府
が
之
と
無
関
係
に
商
機
公
論
な
 
 
 

る
文
字
を
使
用
す
る
筈
は
な
い
。
「
萬
磯
公
論
に
決
す
べ
し
」
と
同
視
す
べ
き
「
萬
機
宜
し
く
公
論
に
決
す
べ
し
」
の
語
が
、
議
禽
 
 

設
避
の
論
議
上
し
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
時
代
に
於
て
は
殊
に
然
り
で
あ
る
。
差
し
常
り
の
意
味
の
何
た
る
に
せ
よ
、
終
局
的
に
は
 
 

「
萬
横
公
論
」
が
民
選
議
院
の
創
設
を
目
標
と
し
た
こ
と
は
故
早
明
か
で
あ
る
。
唯
そ
の
議
命
に
如
何
な
る
性
質
、
細
織
、
横
根
を
 
 
 

′  
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解
せ
し
む
べ
き
や
に
つ
き
て
は
、
兵
馬
勿
々
の
際
、
歯
路
者
に
も
凍
だ
確
固
た
る
信
念
は
布
衣
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
「
五
 
 

節
傭
御
沓
文
卜
政
鰭
贅
ノ
由
来
」
に
於
け
る
闊
岡
の
先
の
冨
は
、
こ
の
鮎
に
つ
き
常
時
の
雷
政
者
の
心
中
を
汲
む
大
脇
に
・
且
つ
率
直
 
 

に
表
白
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

或
ハ
御
薗
文
－
こ
硯
ハ
レ
テ
屠
ル
胤
想
ノ
系
統
ヲ
索
ヌ
ル
著
ノ
中
一
一
ハ
肥
後
ノ
横
井
小
柄
ノ
開
明
的
民
主
的
女
益
ノ
托
レ
ヲ
吸
ふ
山
 
 
 

利
子
ノ
進
歩
的
意
見
一
【
加
フ
ル
三
踊
岡
子
ノ
幸
傍
流
ノ
思
想
ヲ
以
テ
シ
好
一
で
此
ノ
基
礎
′
上
二
木
戸
公
ニ
ヨ
ル
長
川
流
ノ
主
義
ガ
 
 
 

加
ハ
リ
此
三
思
想
ガ
融
合
シ
■
三
濃
ヲ
ナ
シ
ク
モ
ノ
デ
ブ
ル
ト
許
ス
＝
ル
モ
ノ
モ
ア
ル
ガ
此
観
察
ハ
至
極
固
自
イ
ケ
レ
ド
モ
暦
際
普
 
 

時
是
程
嘲
瞭
－
則
我
々
ガ
自
覚
シ
テ
ヰ
ク
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
ノ
ヂ
ア
ル
。
（
明
治
憲
政
紳
済
史
1
劇
九
1
二
〇
空
 
 
 

夢
す
る
に
御
留
文
が
後
年
敬
布
さ
れ
雀
憲
法
の
将
帥
む
包
癒
し
て
ぁ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
嫁
が
な
い
。
 
 
 

御
誓
文
が
「
嵩
械
公
編
」
に
於
▲
て
議
愈
制
度
を
像
想
し
た
と
し
て
も
ハ
そ
の
議
愈
は
民
主
主
義
的
譲
合
で
な
い
用
故
に
抑
留
焚
ほ
 
 

憲
法
の
粕
紳
を
包
絆
せ
す
と
、
い
ふ
第
二
め
反
封
論
忙
封
し
て
は
、
私
は
そ
の
綾
想
せ
る
議
倉
が
民
主
素
養
的
議
昏
で
な
 

っ
て
憲
法
の
精
紳
を
包
赦
す
る
と
い
ふ
結
論
を
導
く
と
答
へ
慶
い
。
 
 

論
者
の
晋
の
如
く
御
誓
文
の
漁
想
し
た
試
食
は
盟
主
々
鶉
的
せ
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
政
蔑
嘗
の
盤
め
た
試
食
の
議
員
が
藩
の
耽
 
 

遺
骨
盛
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
る
や
併
し
之
が
御
曹
文
の
辣
想
し
た
最
終
の
も
の
で
な
い
と
同
時
に
、
後
年
御
足
さ
れ
た
憲
法
 
 

上
の
譲
合
も
亦
民
主
々
義
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
者
、
明
治
十
四
年
の
調
合
の
層
践
に
外
な
ら
な
い
怒
法
は
十
四
年
の
詔
勅
に
 
 

依
れ
ば
明
治
八
年
の
政
倦
改
革
の
昭
班
で
あ
h
ソ
、
八
年
の
聖
詔
に
伐
れ
ば
八
年
の
改
革
は
「
誓
文
の
意
の
疎
寵
」
、
に
外
な
ら
な
い
。
 
 

b  

制
定
の
歴
史
を
過
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
一
九
）
 
一
．
セ
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（
こ
二
〇
）
一
八
 
 

第
十
一
巻
 
第
三
躾
 
 

賂
る
に
御
誓
文
の
琢
想
し
た
政
憾
は
ゃ
王
々
義
で
は
な
い
。
そ
れ
は
次
に
掲
ぐ
る
常
時
在
廷
の
大
官
の
憲
法
意
見
忙
徹
し
て
明
か
で
 
 

あ
計
。
然
ら
ば
憲
法
の
精
抑
は
戌
主
々
義
で
な
く
、
そ
れ
は
姶
よ
れ
御
誓
文
中
灯
包
裁
さ
れ
て
屈
る
と
い
つ
て
過
貢
で
紅
い
。
故
に
 
 

御
誓
文
の
尿
意
を
推
測
せ
し
む
る
に
足
る
在
廷
大
官
の
憲
法
意
見
を
掲
げ
て
見
よ
う
。
 

明
治
二
年
四
月
二
十
毘
臼
、
問
是
命
議
の
清
純
に
際
し
山
階
官
晃
親
王
が
草
簡
保
の
御
誓
文
に
閲
し
奉
ら
れ
た
奉
答
書
に
は
 
 

一
曹
釆
の
晒
習
を
破
れ
天
地
の
公
道
に
基
く
べ
し
 
 

御
観
中
大
小
様
々
御
璽
革
可
被
馬
行
使
々
可
被
焉
在
候
得
共
尤
重
大
抄
こ
と
は
閻
怒
と
奉
存
候
彼
全
く
那
楳
全
く
封
建
等
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
、
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
▼
 
ヽ
 
ヽ
 
－
 
ヽ
 
、
、
 
、
－
、
、
－
 
、
 
－
、
・
、
＋
－
 
－
 
 

の
こ
と
は
方
今
決
而
不
可
行
我
と
奉
存
候
乍
恐
君
政
l
ニ
箇
民
政
二
箇
の
中
常
民
同
清
に
被
仰
出
公
明
正
大
確
然
不
抜
之
圃
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
’
ヽ
＼
ヽ
ヽ
ヽ
・
▼
＿
ヽ
 
 

憲
を
抑
制
立
被
馬
在
候
は
、
御
中
興
乃
御
感
発
と
車
存
催
事
 
（
大
搾
淳
サ
郎
 
大
日
本
憲
政
良
 
男
劇
攣
三
ハ
貫
収
録
）
 
 

と
あ
る
。
親
王
の
御
意
見
で
は
哲
釆
の
随
想
を
破
り
て
茸
現
せ
ら
る
べ
く
礫
想
さ
れ
た
政
府
は
常
民
回
漕
制
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

三
年
遅
れ
て
明
治
五
年
に
宮
島
訴
劇
郎
は
立
駒
建
議
を
建
白
し
夜
？
そ
の
中
で
彼
は
こ
ん
な
こ
L
を
言
っ
て
ゐ
る
。
 
 
 

「
共
闘
意
ヲ
定
ム
ル
如
何
、
苗
釆
固
有
ノ
君
主
澗
裁
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ー
キ
ハ
、
或
ハ
人
民
ヲ
抑
過
 

艶
寄
ブ
ル
ヲ
免
レ
ズ
。
常
民
同
治
ノ
法
ヲ
取
テ
之
ヲ
定
ム
ル
ヲ
尤
苧
宜
シ
ト
ス
、
雑
然
文
明
ノ
化
未
ダ
下
民
二
及
バ
ズ
、
教
育
ノ
 
 
 

造
未
ダ
成
ラ
ズ
、
今
恨
令
民
政
議
院
ヲ
設
ク
ル
ト
モ
、
国
是
ノ
論
ヲ
取
ル
べ
キ
モ
ノ
萬
人
中
二
恐
ラ
ク
ハ
一
人
ヲ
得
ル
コ
ト
難
ク
 
 
 

却
ツ
テ
紛
擾
ヲ
招
ク
エ
車
ル
ヘ
シ
。
然
ラ
バ
則
君
主
濁
裁
ノ
牌
へ
君
民
定
律
ノ
中
ヲ
取
テ
国
憲
ヲ
走
メ
、
常
機
憲
法
三
徴
シ
テ
之
 
 
 

ヲ
行
フ
ヲ
可
ト
ス
」
′
 
へ
伊
藤
博
掌
編
、
憲
法
餐
料
 
下
容
四
四
大
彗
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考
民
間
清
刷
た
よ
る
民
選
議
院
の
創
設
が
理
想
で
あ
る
が
時
期
爾
早
だ
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
 
 

水
戸
孝
允
は
維
新
の
功
臣
中
で
は
比
較
的
進
歩
的
な
意
見
の
持
主
で
あ
つ
た
。
し
か
し
其
の
憲
法
上
の
意
見
は
漸
進
主
薬
で
あ
り
 
 

㌢
の
洛
局
の
日
棟
は
君
民
間
治
忍
法
で
あ
つ
た
。
彼
は
六
年
七
月
貯
過
日
書
を
率
ウ
た
が
、
む
の
年
の
九
月
に
は
之
を
学
的
し
た
左
 
 

の
自
記
を
物
し
た
。
 
 
 

「
常
民
岡
治
ノ
憲
法
工
学
ア
ハ
、
人
民
ノ
協
攣
1
有
ラ
ザ
レ
、
バ
自
治
ノ
憲
法
卜
認
メ
サ
ル
ハ
同
ヨ
バ
ナ
リ
。
今
我
、
天
皇
陛
下
励
 
 
 

精
量
縞
、
而
テ
維
新
ノ
日
甜
未
ク
洩
ク
、
智
識
進
畢
ざ
ア
人
民
ノ
合
議
ヲ
設
ル
ニ
至
ル
ハ
、
白
ラ
多
少
ノ
歳
月
ヲ
費
サ
、
ル
ヲ
得
 
 
 

ス
。
故
l
膚
今
日
子
於
テ
〈
政
府
ノ
有
司
寓
機
ヲ
論
議
シ
、
天
皇
陛
下
夙
二
猫
裁
セ
ラ
ル
、
ハ
閻
ヨ
ヴ
富
ヲ
侠
ク
サ
ル
ナ
リ
、
而
テ
自
 
 
 

ラ
偏
式
偏
軽
ノ
患
有
ワ
テ
現
二
紛
擾
ヲ
生
シ
、
必
奇
人
民
ノ
不
幸
三
関
ス
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
、
依
テ
 
天
皇
陛
下
ノ
英
断
ヲ
以
テ
 
 
 

民
意
ヲ
迎
へ
問
務
ヲ
傑
例
シ
、
其
裁
判
ラ
課
シ
以
テ
有
司
ノ
随
意
ヲ
抑
制
シ
二
囲
ノ
公
撃
一
供
ネ
ル
三
軍
フ
ハ
、
今
日
二
於
テ
 
 
 

猫
裁
ノ
憲
法
下
輝
モ
、
他
日
人
民
ノ
協
議
起
ル
ニ
至
り
、
同
治
憲
法
ノ
根
株
ト
ナ
ヮ
、
大
王
人
民
車
両
ノ
基
ト
ナ
ル
ヤ
必
セ
リ
。
 
 

故
二
孝
允
ノ
切
子
希
重
言
ル
桝
1
…
テ
、
政
府
緒
公
品
番
ヲ
畠
シ
、
速
二
憲
法
ノ
制
定
ア
ラ
ン
コ
妄
陳
述
セ
リ
、
儒
盲
璃
 
 

容
レ
ラ
レ
サ
ル
㌃
ク
自
ラ
信
シ
1
箋
ス
、
此
注
意
ヲ
隊
旗
言
ル
モ
孟
警
手
」
恋
議
諾
撃
 
 
 

故
後
に
大
久
伽
御
感
の
意
見
を
奉
げ
て
見
よ
う
。
大
久
保
は
維
新
の
功
田
中
で
粗
放
も
保
守
的
な
部
類
に
屈
す
る
。
故
に
憲
法
上
 
 

の
意
見
に
於
て
著
し
く
保
守
的
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
意
見
は
伊
藤
博
文
を
通
し
て
叉
後
年
の
帝
囲
憲
法
を
も
安
配
L
て
ゐ
怒
 
 

彼
は
政
鱒
諭
．
の
申
で
加
州
な
る
政
儲
を
と
る
べ
き
か
に
閲
し
次
の
如
く
述
．
べ
て
居
る
。
．
へ
明
治
大
卒
）
 
 

制
定
の
轡
望
遠
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
こ
i
〓
l
）
・
一
九
 
 
 

、－  
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ヽ
－
＿
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
－
ヽ
ヽ
、
ヽ
ヽ
ヽ
、
●
ヽ
－
ヽ
t
ヽ
、
 
 
 

「
然
ラ
バ
即
ハ
チ
敢
鰻
以
テ
民
主
二
由
ス
ヘ
キ
カ
田
ク
不
可
。
宰
未
ノ
秋
、
腰
薄
ノ
命
下
り
、
天
下
漸
ク
那
願
三
郎
シ
政
令
一
途
 
 
 

二
親
ツ
ル
ト
鞋
モ
、
入
鹿
久
シ
ク
封
建
ノ
腰
制
よ
慣
レ
長
ク
偏
僻
ノ
隙
間
以
テ
性
ヲ
成
ス
殆
ン
ト
千
年
、
意
工
風
俗
人
怖
ノ
以
テ
 
 

▼
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
■
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

之
レ
t
－
随
テ
我
力
政
牌
ヲ
立
ツ
ル
宜
シ
ク
定
律
国
法
以
テ
之
レ
カ
目
的
ヲ
定
ム
ヘ
キ
ナ
リ
」
 
 

ヽ
ヽ
＿
＿
ヽ
ヽ
’
t
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
’
＿
t
 
 
 

「
然
ラ
ハ
即
ハ
チ
今
日
ノ
要
務
党
ツ
我
力
闘
牌
ヲ
議
ス
ル
ヨ
り
大
且
ツ
急
ナ
ル
ハ
ナ
シ
d
 
筍
シ
ク
モ
之
ヲ
議
ス
ル
l
【
序
ア
‥
り
妄
り
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
t
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 

一
l
畝
洲
各
園
常
民
此
ハ
治
ノ
制
二
擬
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
我
カ
国
自
ラ
皇
統
一
系
ノ
法
典
ア
リ
亦
人
民
開
明
ノ
程
度
ア
リ
、
宜
シ
ク
其
得
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
▼
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

央
利
弊
ヲ
溶
接
酌
旛
シ
テ
以
テ
法
怒
此
ハ
帝
ヲ
立
定
ス
ヘ
シ
」
 
 

「
治
団
ノ
道
ク
ル
英
政
府
ノ
牒
敦
二
於
テ
ハ
各
共
観
古
来
ノ
風
習
人
情
二
従
ヒ
、
或
ハ
立
君
弼
裁
、
或
ハ
常
民
共
冶
、
或
ハ
共
和
 
 

＿
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
●
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

政
治
等
ノ
異
ル
ア
リ
ト
雄
、
国
中
苗
端
ノ
事
務
ヲ
議
窟
施
行
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
必
犬
猫
立
不
掬
ノ
樵
ヲ
有
ス
ル
所
有
ヲ
以
テ
断
然
之
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
▼
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
t
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
’
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

○
 
 

ヲ
行
フ
ニ
非
レ
ハ
衆
論
眉
根
典
諭
紛
々
、
経
二
窟
基
ナ
ク
人
々
剛
己
ノ
私
論
ヲ
主
張
シ
、
庭
草
志
向
ヲ
裁
り
施
行
順
序
ヲ
失
ヒ
、
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
 
＿
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
＿
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

遊
マ
ン
ト
欲
シ
テ
退
キ
急
ナ
ラ
ン
ト
欲
シ
テ
綬
ナ
ル
ノ
弊
ヲ
生
シ
、
国
政
不
振
基
礎
不
立
ノ
憂
ヲ
教
ス
」
 
 

民
主
制
は
我
が
園
に
は
不
可
で
あ
る
。
常
民
共
治
は
範
と
す
る
に
足
る
鬼
憲
法
制
定
に
あ
た
り
て
は
宜
十
く
問
偲
を
考
慮
し
、
人
民
 
 

開
明
の
程
度
を
参
酌
し
て
抹
香
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
 

要
す
る
に
、
「
政
健
吾
」
的
政
鰹
は
政
経
的
な
も
の
で
は
な
く
政
府
常
路
者
の
預
恋
し
た
と
思
は
る
1
最
経
的
な
政
鰐
は
民
主
制
 
 

で
は
な
か
つ
た
。
而
し
て
明
治
二
十
二
年
に
欽
定
さ
れ
た
帝
阻
憲
法
軋
元
よ
り
民
主
制
で
は
な
い
。
私
は
こ
の
意
味
に
於
て
日
永
憲
 
 

法
の
精
油
は
御
誓
文
の
中
に
明
瞭
に
存
在
す
る
と
言
ふ
。
憲
法
の
條
規
は
御
誓
文
の
精
神
を
挿
充
L
且
つ
明
徴
に
し
た
も
の
に
外
な
 
 

ら
な
い
。
（
未
完
）
 
 
 

第
十
】
怨
 
 
第
三
㌍
 
 

（
二
ニ
ー
ご
 
二
〇
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